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表-5.2.2(2) 調査及び予測の手法(大気質(粉じん等)) 
(2)予測の手法 

環境影響評価の項目 

予 測 の 手 法 選定の理由 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

粉じん等 ［工事中］ 

・資材及び機械

の運搬に用い

る車両の運行

予測の基

本的な手

法 

 事例の引用または解析とし、粉じん等（降下ばいじ

ん量）について、経験式により予測しました。 

表-5.2.2(1)

参照 

予測地域  調査地域のうち粉じん等の拡散の特性を踏まえて、

粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認め

られる地域としました。 

予測地点  粉じん等の拡散の特性を踏まえて、予測地域におけ

る粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点と

しました。 

予測対象 

時期等 

 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉じ

ん等に係る環境影響が最大となる時期としました。 

 

表-5.2.2(3) 調査地点の設定根拠 

調査項目 № 調査地点名 設定根拠 

粉じん等 
1 西之表市街地（西之表市） 

調査地域における粉じん等の現況が把握できる代表的な地

点。 

2 浜津脇地区（中種子町） 知事意見を勘案し、調査地点を追加しました。 
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表-5.2.3(1) 調査及び予測の手法(騒音(自動車騒音)) 
(1)調査の手法 

環境影響評価の項目 

調 査 の 手 法 選定の理由 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

騒音 

（自動車騒

音） 

 

［工事中］ 

・資材及び機

械の運搬に用

いる車両の運

行 

 

調査すべ
き情報 

1)騒音（自動車騒音）の状況 

2)資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想され

る道路の沿道の状況 

工事の実

施にあたっ

ては、資材

及び機械の

運搬には一

般的な車両

を使用する

ため、主務

省令に基づ

く参考手法

を選定しま

した。 

調査の基

本的な手

法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析を行いました。 

［文献その他の資料調査］ 

1)騒音（自動車騒音）の状況 

「自動車騒音の常時監視結果」等によるデータの

収集整理を行いました。 

2)資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想され

る道路の沿道の状況 

「平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査」等に

記載されている交通量等の情報を整理・解析しまし

た。 

［現地調査］ 

1)騒音（自動車騒音）の状況 

騒音の測定に関する方法（JIS Z 8731）に基づき、

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想され

る道路の沿道の集落等を対象に、道路端地上1.2mの

高さに騒音計を設置して測定を行いました。 

2)資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想され

る道路の沿道の状況 
大型車、小型車、二輪車の車種別、方向別に人手

により交通量等調査を行いました。 

調査地域  音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域としました。 

調査地点 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に

係る環境影響を予測及び評価するために必要な情報を

適切かつ効果的に把握できる地点としました。 

［文献その他の資料調査］ 

図-5.2.2に示す3地点としました。 
［現地調査］ 
1)騒音（自動車騒音）の状況 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想さ

れる道路の沿道5地点としました（図-5.2.2参照）。 

現地調査地点 

№ 調査地点名 

1 西之表市街地（西之表市） 

2 庄司浦地区（西之表市） 

3 浜津脇地区（中種子町） 

4 島間地区（南種子町） 

5 住吉地区（西之表市） 

 

2)資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想され

る道路の沿道の状況 

「騒音（自動車騒音）の状況」と同じとしました。 
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表-5.2.3(2) 調査及び予測の手法(騒音(自動車騒音)) 
環境影響評価の項目 

調 査 の 手 法 選定の理由 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

騒音 

（自動車騒

音） 

 

［工事中］ 

・資材及び機械

の運搬に用い

る車両の運行 

調査期間

等 

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に

係る環境影響を予測及び評価するために必要な情報を

適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯と

しました。 

［文献その他の資料調査］ 

1)騒音（自動車騒音）の状況 

 至近の資料としました。 

［現地調査］ 

1)騒音（自動車騒音）の状況 

春、夏、秋、冬の4季（平日・休日各1日24時間）に

調査を実施しました。 

2)資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想され

る道路の沿道の状況 

「騒音（自動車騒音）の状況」と同じとしました。 

表 -5.2.3(1)

参照 

 

表-5.2.3(3) 調査及び予測の手法(騒音(自動車騒音)) 
(2)予測の手法 

環境影響評価の項目 

予 測 の 手 法 選定の理由 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

騒音 

（自動車騒

音） 

［工事中］ 

・資材及び機

械の運搬に用

いる車両の運

行 

 

予測の基

本的な手

法 

 音の伝搬理論に基づく予測式による計算としまし

た。 

表-5.2.3(1)

参照 

予測地域  音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域とし、種子島の土

地利用状況を考慮して、集落等が含まれる地域としま

した。 

予測地点  音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に

係る環境影響を的確に把握できる地点としました。 

予測対象 

時期等 

 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による騒音

に係る環境影響が最大となる時期としました。 

 

表-5.2.3(4) 調査地点の設定根拠 
調査項目 № 調査地点名 設定根拠 

騒音 

（自動車騒

音） 

1 
西之表市街地 

（西之表市） 

西之表港に至る資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想さ

れる道路の沿道で、環境保全について配慮が必要な住居等が比較

的多く立地する地点。 

2 
庄司浦地区 

（西之表市） 

田之脇港に至る資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想さ

れる道路の沿道で、環境保全について配慮が必要な住居等が比較

的多く立地する地点。 

3 
浜津脇地区 

（中種子町） 

浜津脇港に至る資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想さ

れる道路の沿道で、環境保全について配慮が必要な住居等が比較

的多く立地する地点。 

4 
島間地区 

（南種子町） 

島間港に至る資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想され

る道路の沿道で、環境保全について配慮が必要な住居等が比較的

多く立地する地点。 

5 
住吉地区 

（西之表市） 

知事意見に基づき、西之表港に至る資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行が予想される道路の沿道において、風向や風速、環境

の保全についての配慮が特に必要な教育施設等を考慮した上で、

調査地点を追加しました。 
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図-5.2.2(1) 騒音（自動車騒音）調査地点 

  

現地調査地点 

1：西之表市街地（西之表市） 

2：庄司浦地区（西之表市） 

3：浜津脇地区（中種子町） 

5：住吉地区（西之表市） 
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図-5.2.2(2) 騒音（自動車騒音）調査地点 

現地調査地点 

3：浜津脇地区（中種子町） 

4：島間地区（南種子町） 

 

文献調査地点 

 10460：中種子町納官 

 10470：中種子町野間 

 10480：中種子町野間 
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表-5.2.4(1) 調査及び予測の手法(騒音（航空機騒音）) 
(1)調査の手法 

環境影響評価の項目 

調 査 の 手 法 選定の理由 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

騒音 

（航空機騒

音） 

［存在・供用

時］ 

・航空機の運航

調査すべ
き情報 

1)騒音（環境騒音）の状況 当該飛行

場は一般的

な運航が行

わ れ る た

め、主務省

令に基づく

参考手法を

選定しまし

た。 

調査の基

本的な手

法 

現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及

び解析を行いました。 

［現地調査］ 

1)騒音（環境騒音）の状況 

騒音の測定に関する方法（JIS Z 8731）に基づき、
対象事業実施区域及び種子島の集落等で、交通騒音
の影響を受けない箇所に地上1.2mの高さに騒音計を
設置して測定を行いました。 

調査地域  音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域としました。 

調査地点 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に

係る環境影響を予測及び評価するために必要な情報を

適切かつ効果的に把握できる地点としました。 

［現地調査］ 
1)騒音（環境騒音）の状況 

対象事業実施区域内1地点、種子島8地点としまし

た。また、屋久島町2地点、南大隅町1地点にも自主

的な調査地点（図-5.2.3参照）を設け計12地点とし

ました。 

 

現地調査地点 

№ 調査地点名 

1 対象事業実施区域 

2 浦田地区（西之表市） 

3 大崎地区（西之表市） 

4 西之表市街地（西之表市） 

5 住吉地区（西之表市） 

6 浜津脇地区（中種子町） 

7 小平山地区（南種子町） 

8 中種子市街地（中種子町） 

9 南種子市街地（南種子町） 

10 宮之浦地区（屋久島町） 

11 安房地区（屋久島町） 

12 辺塚地区（南大隅町） 
 

調査期間

等 

 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に

係る環境影響を予測及び評価するために必要な情報を

適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯と

しました。 

［現地調査］ 

1)騒音（環境騒音）の状況 

春、夏、秋、冬の4季(平日1日24時間)に調査を実

施しました。 
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表-5.2.4(2) 調査及び予測の手法(騒音（航空機騒音）) 
(2)予測の手法 

環境影響評価の項目 

予 測 の 手 法 
選定の理

由 
環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

騒音 

（航空機騒

音） 

［存在・供用

時］ 

・航空機の運航

予測の基本

的な手法 

 「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施

行規則」（昭和49年総理府令第43号）第1条に規定する

算定方法としました。 

表-5.2.4 

(1)参照 

予測地域  音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域とし、種子島の土

地利用状況を考慮して、集落等が含まれる地域としま

した。 

予測地点  音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に

係る環境影響を的確に把握できる地点としました。 

予測対象 

時期等 

 航空機の運航が定常状態であり、適切に予測できる

時期としました。 

 

表-5.2.4(3) 調査地点の設定根拠 
調査項目 № 調査地点名 設定根拠 

騒音 

（航空機騒

音） 

1 対象事業実施区域 
対象事業実施区域内における騒音の現況が把握できる代表的な地

点。 

2 
浦田地区 

（西之表市） 

FCLP の飛行経路近傍で、浦田地区における環境保全について配慮

が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

3 
大崎地区 

（西之表市） 

FCLP の飛行経路近傍で、大崎地区における環境保全について配慮

が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

4 
西之表市街地 

（西之表市） 

FCLP の飛行経路近傍で、西之表市街地における環境保全について

配慮が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

5 
住吉地区 

（西之表市） 

FCLP の飛行経路近傍で、住吉地区における環境保全について配慮

が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

6 
浜津脇地区 

（中種子町） 

FCLP の飛行経路近傍で、浜津脇地区における環境保全について配

慮が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

7 
小平山地区 

（南種子町） 

FCLP の飛行経路近傍で、小平山地区における環境保全について配

慮が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

8 
中種子市街地 

（中種子町） 

中種子市街地における騒音の現況が把握できる代表的な地点とし

て、調査地点を追加しました。 

9 
南種子市街地 

（南種子町） 

南種子市街地における騒音の現況が把握できる代表的な地点とし

て、調査地点を追加しました。 

10 
宮之浦地区 

（屋久島町） 

屋久島町宮之浦地区における騒音の現況が把握できる代表的な地

点として、調査地点を追加しました。 

11 
安房地区 

（屋久島町） 

屋久島町安房地区における騒音の現況が把握できる代表的な地点

として、調査地点を追加しました。 

12 
辺塚地区 

（南大隅町） 

南大隅町辺塚地区における騒音の現況が把握できる代表的な地点

として、調査地点を追加しました。 
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図-5.2.3(1) 騒音（航空機騒音）調査地点（環境騒音の調査地点） 

現地調査地点 

1：対象事業実施区域 

2：浦田地区（西之表市） 

3：大崎地区（西之表市） 

4：西之表市街地（西之表市） 

5：住吉地区（西之表市） 

6：浜津脇地区（中種子町） 
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図-5.2.3(2) 騒音（航空機騒音）調査地点（環境騒音の調査地点） 

 

現地調査地点 

6：浜津脇地区（中種子町） 

7：小平山地区（南種子町） 

8：中種子市街地（中種子町） 

9：南種子市街地（南種子町） 
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図-5.2.3(3) 騒音（航空機騒音）調査地点（環境騒音の調査地点） 

 

現地調査地点 

10：宮之浦地区（屋久島町） 

11：安房地区（屋久島町） 
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図-5.2.3(4) 騒音（航空機騒音）調査地点（環境騒音の調査地点） 

現地調査地点 

12：辺塚地区（南大隅町） 
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表-5.2.5(1) 調査及び予測の手法(低周波音) 
(1)調査の手法 

環境影響評価の項目 

調 査 の 手 法 選定の理由 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

低周波音 ［存在・供用

時］ 

・航空機の運航

調査すべ
き情報 

1)低周波音の状況 当該飛行

場は一般的

な運航が行

わ れ る た

め、標準的

な手法を選

定 し ま し

た。 

調査の基

本的な手

法 

現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及
び解析を行いました。 
［現地調査］ 
1)低周波音の状況 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」(環境
省)に基づき、実時間周波数分析器等を用いて、1/3
オクターブバンド中心周波数1～80Hzの1/3オクター
ブバンド音圧レベルの測定を行いました。 

調査地域  低周波音の伝搬の特性を踏まえて低周波音に係る環

境影響を受けるおそれがあると認められる地域としま

した。 

調査地点 低周波音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における
低周波音に係る環境影響を予測及び評価するために必
要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点としまし
た。 
［現地調査］ 
1)低周波音の状況 

対象事業実施区域内1地点、種子島8地点としまし
た。また、屋久島2地点、大隅半島1地点にも自主的
な調査地点(図-5.2.4参照)を設け計12地点としま
した。 

現地調査地点 

№ 調査地点名 

1 対象事業実施区域 

2 浦田地区（西之表市） 

3 大崎地区（西之表市） 

4 西之表市街地（西之表市） 

5 住吉地区（西之表市） 

6 浜津脇地区（中種子町） 

7 小平山地区（南種子町） 

8 中種子市街地（中種子町） 

9 南種子市街地（南種子町） 

10 宮之浦地区（屋久島町） 

11 安房地区（屋久島町） 

12 辺塚地区（南大隅町） 
 

調査期間

等 

低周波音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における
低周波音に係る環境影響を予測及び評価するために必
要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及
び時間帯としました。 
［現地調査］ 
1)低周波音の状況 

騒音の調査期間との関連も考慮し、春、夏、秋、冬

の4季(平日1日24時間)に実施しました。 
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表-5.2.5(2) 調査及び予測の手法(低周波音) 
(2)予測の手法 

環境影響評価の項目 

予 測 の 手 法 選定の理由 環境要素 

の区分 

影響要因 

の区分 

低周波音 ［存在・供用

時］ 

・航空機の運航

予測の基

本的な手

法 

 音の伝搬理論に基づく予測式による計算等としまし

た。 

表 -5.2.5(1)

参照 

予測地域  低周波音の伝搬の特性を踏まえて低周波音に係る環

境影響を受けるおそれがあると認められる地域とし、

種子島の土地利用状況を考慮して、集落等が含まれる

地域としました。 

予測地点  低周波音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における

低周波音に係る環境影響を的確に把握できる地点とし

ました。 

予測対象 

時期等 

 航空機の運航が定常状態であり、適切に予測できる

時期としました。 

 

表-5.2.5(3) 調査地点の設定根拠 
調査項目 № 調査地点名 設定根拠 

騒音 

（低周波音） 

1 対象事業実施区域 
対象事業実施区域内における低周波音の現況が把握できる代表的

な地点。 

2 
浦田地区 

（西之表市） 

FCLP の飛行経路近傍で、浦田地区における環境保全について配慮

が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

3 
大崎地区 

（西之表市） 

FCLP の飛行経路近傍で、大崎地区における環境保全について配慮

が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

4 
西之表市街地 

（西之表市） 

FCLP の飛行経路近傍で、西之表市街地における環境保全について

配慮が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

5 
住吉地区 

（西之表市） 

FCLP の飛行経路近傍で、住吉地区における環境保全について配慮

が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

6 
浜津脇地区 

（中種子町） 

FCLP の飛行経路近傍で、浜津脇地区における環境保全について配

慮が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

7 
小平山地区 

（南種子町） 

FCLP の飛行経路近傍で、小平山地区における環境保全について配

慮が必要な住居等が比較的多く立地する地点。 

8 
中種子市街地 

（中種子町） 

中種子市街地における低周波音の現況が把握できる代表的な地点

として、調査地点を追加しました。 

9 
南種子市街地 

（南種子町） 

南種子市街地における低周波音の現況が把握できる代表的な地点

として、調査地点を追加しました。 

10 
宮之浦地区 

（屋久島町） 

屋久島町宮之浦地区における低周波音の現況が把握できる代表的

な地点として、調査地点を追加しました。 

11 
安房地区 

（屋久島町） 

屋久島町安房地区における低周波音の現況が把握できる代表的な

地点として、調査地点を追加しました。 

12 
辺塚地区 

（南大隅町） 

南大隅町辺塚地区における低周波音の現況が把握できる代表的な

地点として、調査地点を追加しました。 
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図-5.2.4(1) 低周波音調査地点 

現地調査地点 

1：対象事業実施区域 

2：浦田地区（西之表市） 

3：大崎地区（西之表市） 

4：西之表市街地（西之表市） 

5：住吉地区（西之表市） 

6：浜津脇地区（中種子町） 
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図-5.2.4(2) 低周波音調査地点 

 

現地調査地点 

6：浜津脇地区（中種子町） 

7：小平山地区（南種子町） 

8：中種子市街地（中種子町） 

9：南種子市街地（南種子町） 

 










